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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のノズル／ノズル列から、一方で冷却剤がロールに塗布され、潤滑のために他方で
ベースオイルが圧延間隙の前で圧延物に塗布され、冷却剤が、ベースオイルから分離され
てロールに塗布され、もっぱらキャリヤ媒体としての水を有していないベースオイルが、
直接圧延物にその全幅にわたって塗布される、ロール及び／又は圧延物の冷却及び／又は
潤滑をするための方法において、
　ベースオイルが、非圧縮性の分離層として圧延物とロール間で圧延物の表面の表面粗さ
の中に貯蔵することができる１コイル当たり１～２ｌの量で圧延物の全幅にわたって塗布
され、一方のベースオイル用ノズル／ノズル列（７，７’）が、圧延物（３）の表面に垂
直に整向され、他方のベースオイル用ノズル／ノズル列（８，８’）が、圧延間隙（１５
）に斜めに整向されていることを特徴とする方法。
【請求項２】
　ベースオイルが、ロール（１，２）の走入側で圧延物（３）の上面（１０）及び／又は
下面（１１）に塗布されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　冷却剤が、走入側でも走出側でもロール（１，２）に塗布されることを特徴とする請求
項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　冷間圧延される圧延物（３）が、冷却及び／又は潤滑されることを特徴とする請求項１
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又は２に記載の方法。
【請求項５】
　複数のノズル／ノズル列（７，７’，８，８’，９，９’）から、一方で冷却剤がロー
ル（１，２）に塗布され、潤滑のために他方でベースオイルが圧延間隙（１５）の前で圧
延物（３）に塗布され、ロール（１，２）に冷却剤を塗布するためのノズル／ノズル列（
９，９’）と圧延物（３）にベースオイルを塗布するためのノズル／ノズル列（７，７’
もしくは８，８’）間に、隔壁（１２，１２’）が配設されている、請求項１に記載の方
法を実施するための、ロール（１，２）及び／又は圧延物（３）の冷却及び／又は潤滑を
するための装置において、
　一方のベースオイル用ノズル／ノズル列（７，７’）が、圧延物（３）の表面に垂直に
整向され、他方のベースオイル用ノズル／ノズル列（８，８’）が、圧延間隙（１５）に
斜めに整向されていることを特徴とする装置。
【請求項６】
　冷却剤用とベースオイル用のノズル／ノズル列（７，７’，８，８’；９，９’）が、
ノズルバー（１４，１４’）内に配設されていることを特徴とする請求項５に記載の装置
。
【請求項７】
　ノズル／ノズル列（７，７’，８，８’；９，９’）が、異なった圧力の作用を受けて
いることを特徴とする請求項５又は６に記載の装置。
【請求項８】
　走出側に配設された冷却剤用ノズル／ノズル列（１３，１３’）が、ロール（１，２）
に整向されていることを特徴とする請求項５又は６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のノズル／ノズル列から、一方で冷却剤がロールに塗布され、潤滑のた
めに他方でベースオイルが圧延間隙の前で圧延物に塗布され、冷却剤が、ベースオイルか
ら分離されてロールに塗布され、もっぱらキャリヤ媒体としての水を有していないベース
オイルが、直接圧延物にその全幅にわたって塗布される、ロール及び／又は圧延物の冷却
及び／又は潤滑をするための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１から、冷間ストリップを応力なく圧延するために、ストリップ表面とローラ
胴ジャケット面間の摩擦値に、圧延エマルジョンの作用により影響を与えることが公知で
ある。この場合、圧延エマルジョンは、最後のロールスタンドの後でストリップの横方向
に位置するゾーンで検出される局所的な引張り応力に依存して供給される。製造、維持、
及び運転の費用が少ない場合に、鋼及びアルミニウム産業で生じる冷間ロールスタンドの
作動条件下で短い調整時間が達成可能であるように、圧延エマルジョンのキャリヤ媒体で
ある水に、ベースオイルは、ストリップが走入する前に、圧延間隙に検出された局所的な
引張り応力によって決まる量及び局所的に制限された領域で与えられる。局所的に圧延す
べきストリップのストライプに塗布される潤滑成分により、これにより得られる局所的に
改善された潤滑によって圧延荷重は局所的に低下させ、これによりロールの局所的な剥離
も、ストリップの局所的な最終厚さも低減すべきである。更に、圧延されたストリップの
平面度の誤差は、ゾーン冷却と比較可能に、ロールの摩擦熱が局所的に低減されることに
よって回避すべきである。
【０００３】
　特許文献２によって、熱間圧延方法と、１つ又は複数のロールスタンドから成る金属ス
トリップ用の熱間圧延機が公知となっている。ワークロールの表面誤差を回避するため、
冷却液が、圧延間隙の直前を延在する幅の狭い領域でスプレーされ、この場合、ワークロ
ールのジャケットも、金属ストリップも作用を受ける。ワークロールのジャケットの表面
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の温度は、少なくとも圧延間隙の直前で、冷却液の沸点温度以下にある温度が得られるよ
うに調整される。
【０００４】
　特許文献３から、圧延油におけるエマルジョンの濃度に適切に影響を与え、エマルジョ
ンもしくはディスパージョンが、圧延間隙から流出した後もしくは圧延間隙の前で流出し
た場合に集められ、再び分離される方法及び装置が公知である。これにより、圧延間隙に
導入されるエマルジョンもしくはディスパージョンを、常にまた一定の濃度で、圧延間隙
に入る前に適時に生じさせることが可能になる。この解決策の重点は、現在のエマルジョ
ンの生成と関与させた媒体の分離にある。
【０００５】
　公知の冷却及び／又は潤滑方法もしくは装置に共通しているのは、エマルジョンを塗布
した際に、キャリヤ媒体である水と潤滑作用をする本来の成分（添加剤もしくはオイル）
とから成る潤滑膜が、効果的に圧延間隙に達しないことである。不十分な潤滑の結果とし
て、不十分なストリップ表面が生じ、ロール及びストリップもしくは圧延物の温度が上昇
し、しかも場合によっては圧延物の表面品質に不利に作用する、圧延物表面に相応のビビ
リマークを伴うスタンドのビビリが生じる。改善は、添加剤の割合を変更することによっ
ても、圧延速度を変更することによっても得ることができない。
【特許文献１】欧州特許出願公開第０　０５４　１７２号明細書
【特許文献２】独国特許第４１　３４　５９９号明細書
【特許文献３】欧州特許第０　３６７　９６７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の基本にある課題は、前記欠点のない冒頭で述べた様式の方法及び装置
を提供し、特に明らかに改善された圧延間隙の潤滑を達成することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この課題は、方法については、本発明によれば、ベースオイルが、非圧縮性の分離層と
して圧延物とロール間で圧延物の表面の表面粗さの中に貯蔵することができる１コイル当
たり１～２ｌの量で圧延物の全幅にわたって塗布され、一方のベースオイル用ノズル／ノ
ズル列が、圧延物の表面に垂直に整向され、他方のベースオイル用ノズル／ノズル列が、
圧延間隙に斜めに整向されていることによって解決される。本発明の基本には、冷却剤か
らシールもしくは分離されて使用される潤滑作用をする添加剤もしくはオイルをもっぱら
直接塗布することにより、潤滑作用をする添加剤が圧延間隙内でその完全な作用を発揮す
るという、多数の試験によって確認された卓越した知識がある。
【０００８】
　この場合、更に、少量で、例えば通常４０００ｌ／ｍｉｎまでの量の代わりに、１コイ
ル当たり僅か約１～２ｌの量で十分である。何故なら、オイルは、非圧縮性の分離層とし
て圧延物とロール間で圧延物の表面の表面粗さの中に貯蔵することができるからである。
これは、潤滑作用をする添加剤が無効で、ほぼ完全に遮断される通常の多い塗布量の場合
では全く異なっている。
【０００９】
　加えて、黄銅及び銅による圧延試験では、本発明により非常に少ないオイル量であるに
もかかわらず、圧延物もしくはストリップの温度の上昇は何ら示されることがなく、温度
は、むしろ従来の冷却方法の場合よりもかえって低い位であることが分かった。ロールと
圧延間隙間をシールすることによる冷却剤及びオイルもしくは添加剤の本発明による分離
によって、直接塗布される添加剤もしくはオイルは、ストリップ表面から洗い流すことが
できない。従って、圧延ストリップと圧延物間の摩擦は明らかに低減され、これにより、
同時に熱の発生が減少させられる。しかしながら、それにもかかわらず、圧延間隙を介し
て圧延物の変形を伝えることができるように、必要な小さな摩擦は維持される。
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【００１０】
　本発明による提案は、ベースオイルが、走入側で特に冷間圧延される圧延物の上面及び
／又は下面に塗布されることを意図する。上面及び下面の塗布は、圧延物の材料性状に応
じて有効であり得る。
【００１１】
　有利なことに、冷却剤が、走入側でも走出側でもロールに塗布される場合、ストリップ
の冷却以外に、ロールがその走入側への回転を終了させるまでにはもう、同時にワークロ
ールの洗浄も達成することができる。分かったように、ワークロールの停止時間が本質的
に増大するだけでなく、ほぼ新品のロール以外に、圧延物の表面も明らかに綺麗になる。
【００１２】
　本発明による方法を実施するための装置では、ロールに冷却剤を塗布するためのノズル
／ノズル列と圧延物にベースオイルを塗布するためのノズル／ノズル列間に、隔壁が配設
されている。冷却剤は、これにより確実にオイルもしくは添加剤から隔絶もしくは分離を
保たれるので、直接圧延物の表面に塗布される添加剤／オイルは、洗い流すことができな
い。
【００１３】
　本発明では、一方のベースオイル用ノズル／ノズル列が、圧延物の表面に垂直に整向さ
れ、他方のベースオイル用ノズル／ノズル列が、圧延間隙に斜めに整向されている。従っ
て、添加剤／オイルの適切な作用は、実施の場所、即ち圧延間隙で、最高の作用で得るこ
とができる。
【００１４】
　特にノズル／ノズル列をノズルバー内に配設することによって、製造及び組立の費用を
制限することができる。
【００１５】
　本発明の形成によれば、ノズル／ノズル列は、異なった圧力を作用可能である。洗浄効
果を支援するため、有利なことに、走出側に配設された冷却剤用ノズル／ノズル列は、ロ
ールに整向することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の更なる特徴及び詳細は、請求の範囲及び非常に概略的な図面を基にした実施例
の後続の説明から分かる。図１は、圧延物、圧延間隙及びロール用のノズル／ノズル列を
有する本発明による圧延装置の側面図を示す。
【００１７】
　図示されているように、上のワークロールと下のワークロール間で、圧延物３が矢印４
で示した通過方向に圧延される。即ち、圧延物もしくは圧延ストリップ３は、ワークロー
ル１，２間の圧延間隙１５で変形される。
【００１８】
　これ以上には示されていないワークロール１，２用のロールスタンドの走入側５に、ノ
ズル／ノズル列７，７’及び８，８’もしくは９，９’が配設されており、これらの内、
ノズル／ノズル列９，９’は、図示されてない供給源から供給される冷却剤をワークロー
ル１，２の表面に塗布する。これら冷却剤用ノズル／ノズル列９，９’から隔壁１２，１
２’によって分離されて、ノズル／ノズル列７，７’もしくは８，８’によって添加剤も
しくはオイルが直接、即ちノズル／ノズル列７，７’によって垂直に圧延物の上下の面に
塗布されるか、もしくは圧延間隙１５に斜めに整向したノズル／ノズル列８，８’によっ
て圧延物３に塗布される。ノズル／ノズル列７，７’もしくは８，８’によって直接塗布
される添加剤もしくはオイルの量は、非常に少なく、例えばタンクから供給することがで
きる。ワークロール１，２のロールスタンドが可逆運転で作動する場合、相応のノズル／
ノズル列７，７’，８，８’もしくは９，９’が走出側６にも設けることができる。
【００１９】
　この実施例でノズルバー１４，１４’内に配設されたノズル／ノズル列７，７’，８，
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８’もしくは９，９’は、分離されて作用を受け、異なった圧力の作用を受けることがで
きる。従って、例えば圧延物３の上面１０及び／又は下面１１に添加剤もしくはオイルを
塗布するために垂直に整向されたノズル／ノズル列７，７’は２～５ｂａｒの圧力で、圧
延間隙１５に対して斜めに整向された添加剤／オイル用ノズル／ノズル列８，８’は２～
７ｂａｒの圧力で、そして大量の冷却剤をワークロール１，２に塗布するノズル／ノズル
列９，９’は２～１０ｂａｒの圧力で供給を受けることができる。
【００２０】
　いずれにしても、大量の冷却剤は、この実施例で隔壁１２，１２’として形成されたシ
ールによって少量の添加剤／オイルからの分離を保たれ、従ってこの添加剤／オイルは、
全く有効に圧延間隙１５内で展開する。一方でワークロール１，２の冷却の、他方でワー
クロール１，２のクリーニングの改善をするために、走出側６にも、ワークロール１，２
に整向されているノズル／ノズル列１３，１３’が配設されている。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】圧延物、圧延間隙及びロール用のノズル／ノズル列を有する本発明による圧延装
置の側面図を示す。
【符号の説明】
【００２２】
　　１　　　　　　　上のワークロール
　　２　　　　　　　下のワークロール
　　３　　　　　　　圧延物
　　４　　　　　　　矢印
　　５　　　　　　　走入側
　　６　　　　　　　走出側
　　７，７’　　　　ノズル／ノズル列
　　８，８’　　　　ノズル／ノズル列
　　９，９’　　　　ノズル／ノズル列
　　１０　　　　　　圧延物の上面
　　１１　　　　　　圧延物の下面
　　１２，１２’　　隔壁
　　１３，１３’　　ノズル／ノズル列
　　１４，１４’　　ノズルバー
　　１５　　　　圧延間隙
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